
  

２ 保険料固定方式 

 

※  各前提の変動のパターンは、給付水準維持方式と同様である。 

※  試算結果は、マクロ経済スライド（実績準拠法（名目年金額下限型））の場

合についてのみふれる。（詳細は後出の参考資料を参照。） 

 

①  人口が変動した場合－マクロ経済スライド（実績準拠法（名目年金額下限

型））・厚生年金の最終保険料率２０％ 

 

○  少子化の状況が改善する高位推計の下では、基準ケース（中位推計）と比

べ、給付水準調整期間が短くなる（２０３２年→２０２０年）とともに、最終的な給

付水準が高くなる（モデル年金でみた所得代替率 ５２％→５７％）。 

 

○  一方、少子化がさらに進行する低位推計の下では、基準ケース（中位推

計）と比べ、給付水準調整期間が長くなる（２０３２年→２０４０年）とともに、最

終的な給付水準が低くなる（モデル年金でみた所得代替率５２％→４５％）。 

17.3

現 在

名目金額

（万円）

２０５０年２０２５年

現役（男子）の平均手
取り年収（月額換算）
（名目額）

モデル年金額
（名目額）

人口が変動した場合（保険料固定方式） （厚生年金の最終保険料率20％）
　－マクロ経済スライド（実績準拠法（名目年金額下限型））でスライド調整する場合　

※　賃金額及び年金額のカッコ内の数値は、物価
　で現在価値に割り戻したもの。

30.6

（26.0）

31.2

（26.5）

55.0

（46.7）

23.8

40.1

90.2

（59.8）

46.9

（31.0）

51.1

（33.9）

２０２０年 ２０３２年

緑色･･･新人口高位推計の場合

青色･･･新人口中位推計（基準
　　　　ケース）の場合

57%

中位 高位

56%

13.4

29.0

（19.2）
26.6

（17.6）

（14.7）

17.7

（15.0）

29.0

（25.6）
33.5

（26.3）

・
・

（高位・

　調整期間終了）

（中位・

　調整期間終了）

13.2

（11.2）

13.5

（11.5）

20.3

（13.5）

22.2

（14.7）

所 得 代 替 率

57%

中位 高位

52%

所 得 代 替 率
所得代替率：59%
（モデル年金）

10.4
夫の報酬比例年
金額（名目額）

夫婦二人の基礎
年金額（名目額）

17.3

30.5

（25.9）

40.9

（27.1）

２０４０年

赤色･･･新人口低位推計の場合

56%

低位

23.2

（15.3）

（14.7）

34.2
（24.8）
・

（低位・

　調整期間終了）

13.2

（11.2）

17.7

（11.7）

45%

低位
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② 経済が変動した場合－マクロ経済スライド（実績準拠法（名目年金額下限型））

・厚生年金の保険料率２０％ 
 

○  経済状況が好転するＡケースの下では、基準ケース（Ｂケース）と比べ、給

付水準調整期間が短くなる（２０３２年→２０２９年）とともに、最終的な給付水

準が高くなる（モデル年金でみた所得代替率 ５２％→５４％）。 

 

○  一方、経済状況が悪化するＣケースの下では、基準ケース（Ｂケース）と比

べ、給付水準調整期間が長くなる（２０３２年→２０４８年）とともに、最終的な給

付水準が低くなる（モデル年金でみた所得代替率 ５２％→４５％）。 

 

13.4

17.3

現在

名目金額

（万円）

２０５０年２０２５年

現役（男子）の平均手
取り年収（月額換算）

（名目額）

モデル年金額
（名目額）

経済が変動した場合（保険料固定方式）　　　（厚生年金の最終保険料率20%）
　　マクロ経済スライド（実績準拠法（名目年金下限型））でスライド調整する場合　

30.6

（26.0）

34.2

（26.7）

55.0

（46.7）

23.8

40.1

114.2

（61.5）

46.9

（31.0）

61.4

（33.0）

２０２９年 ２０３２年

緑色･･･経済前提Aの場合

青色･･･経済前提B（基準ケー
　　　　ス）の場合

34.8

（18.7）

26.6

17.6）

（14.7）

19.4

（15.1）

37.4

（27.1）

33.5
（26.3）

・

61.6

（48.1）

（経済Ｂ・

　調整期間終了）

（経済Ａ・

　調整期間終了）

90.2

（59.8）

・

56%56%

所 得 代 替 率
所得代替率：59%
（モデル年金）

経済
Ａ

経済
Ｂ

54%52%

所 得 代 替 率
経済
Ａ

経済
Ｂ※　賃金額及び年金額のカッコ内の数値は、物価

　で現在価値に割り戻したもの。

13.2

（11.2）

14.8

（11.6）

夫の報酬比例年
金額（名目額）

夫婦二人の基礎
年金額（名目額）

10.4

20.3

（13.5）

26.6

（14.3）

14.3

25.3

（23.6） 25.8

（21.3）

２０４８年

赤色･･･経済前提Cの場合

（

14.6
（12.0）（13.4）

25.5

（21.2）

45.1

（42.1）

（経済Ｃ・

　調整期間終了）

・

57.9

（47.7）

56%

経済
Ｃ

45%

経済
Ｃ

11.0

（10.2）

11.2

（9.2）
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③ 厚生年金の最終保険料率を１８％とした場合 

 

○  厚生年金の最終保険料率を１８％とすると、基準ケース（最終保険料率２０

％）と比べ、給付水準調整期間が長くなる（２０３２年→２０４３年）とともに、最

終的な給付水準が低くなる（モデル年金でみた所得代替率５２％→４５％）。 

 

○  なお、このときの国民年金の最終保険料（平成１１年度価格）は、厚生年金

の最終保険料率２０％の場合（１８，１００円）と比べ、基礎年金の給付水準が

低くなるため、１，７００円低下し、１６，４００円となる。 

 

17.3

現在

名目金額

（万円）

２０５０年２０２５年

現役（男子）の平均手
取り年収（月額換算）
（名目額）

モデル年金額
（名目額）

厚生年金の最終保険料率を18%とした場合（保険料固定方式）
　　－マクロ経済スライド（実績準拠法（名目年金額下限型））でスライド調整する場合　

※　賃金額及び年金額のカッコ内の数値は、物価
　で現在価値に割り戻したもの。

30.6

（26.0）

55.0

（46.7）

23.8

40.1

90.2

（59.8）

46.9

（31.0）

２０３２年

青色･･･最終保険料率２０％　
　　　（基準ケース）の場合

13.4

26.6

（17.6）

（14.7）

33.5

（26.3）

（２０％・

　調整期間終了）

・

52%

所得代替率

56%

所得代替率

10.4

13.2

（11.2）

20.3

（13.5）

所得代替率：59%
（モデル年金）

夫の報酬比例年
金額（名目額）

夫婦二人の基礎
年金額（名目額）

２０% ２０%

17.3

30.6

（26.0）

40.6

（26.9）

２０４３年

赤色･･･最終保険料率１８％　
　　　 の場合

23.0

（15.2）

（14.7）

36.1
（25.4）

・

（１８％・

　調整期間終了）

45%56%

13.2

（11.2）

17.6

（11.7）

１８% １８%
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④ 保険料（率）の引上げ計画を変更した場合－マクロ経済スライド（実績準拠法

（名目年金額下限型））・厚生年金の最終保険料率２０％） 

 

○  厚生年金の保険料率の引上げペースを早める（引上げ幅を２割増加、前倒

しケース）と、基準ケース（平成１１年財政再計算のペース）と比べ、給付水準

調整期間が短くなる（２０３２年→２０３１年）とともに、最終的な給付水準が高く

なる（モデル年金でみた所得代替率 ５２％→５３％）。 

 

○  厚生年金の保険料率の引上げペースを遅める（引上げ幅を２割減少、後倒

しケース）と、基準ケース（平成１１年財政再計算のペース）と比べ、給付水準

調整期間が長くなる（２０３２年→２０３３年）とともに、最終的な給付水準が低く

なる（モデル年金でみた所得代替率 ５２％→５１％）。 

  

（26.0）

17.3

現在

名目金額

（万円）

２０５０年２０２５年

現役（男子）の平均手
取り年収（月額換算）
（名目額）

モデル年金額
（名目額）

保険料（率）の引上げ計画を変更した場合（保険料固定方式）
　　－マクロ経済スライド（実績準拠法（名目年金額下限型））でスライド調整する場合　

30.6

（26.0）

30.6

55.0

（46.7）

23.8

40.1

90.2

（59.8）

46.9

0）

47.4

（31.4）

２０３１年

緑色･･･毎年・前倒しの場合

青色･･･毎年・基準ケースの場合

13.4

26.9

（17.8）

26.6

6）

（14.7）

17.3

（14.7）

33.5
（26.３）

・

２０３２年
（毎年前倒し・

　調整期間終了）

（毎年基準・

　調整期間終了）

・
33.2

（26.3）

※　賃金額及び年金額のカッコ内の数値は、物価
　で現在価値に割り戻したもの。 56%56%

所 得 代 替 率
所得代替率：59%
（モデル年金）

毎年
前倒

毎年
基準

53%52%

所 得 代 替 率
毎年
前倒

毎年
基準

）

13.2

（11.2）

13.2

（11.2）

）

20.3

（13.5）

20.5

（13.6）

夫の報酬比例年
金額（名目額）

夫婦二人の基礎
年金額（名目額）

10.4

17.3

30.6

（26.0）

（31.

２０３３年

赤色･･･毎年・後倒しの場合

（17.

（14.7）

33.5

（26.1）

（毎年後倒し・

　調整期間終了）

46.0

（30.5）

26.1

（17.3）

・

56%

毎年
後倒

51%

毎年
後倒

13.2

（11.2

20.0

（13.2
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（２－６） 現在受給している年金の取扱い 

 

《現在の年金受給者に対する給付水準の調整について》 
○  現在受給している年金については、公的年金が今後も老後生活の支えとして

ふさわしい価値のあるものであるためには、手取り年金額が現役世代の手取り所

得の一定割合となることを保障することが必要であり、裁定後の年金について現

在の物価スライドではなく、賃金スライド（いわゆるネット・ネット方式）とすべきで

あるとの意見がある。 
 

○  他方、これまで議論してきたように、平成１６年の年金改革において、将来世代

に対して保険料負担の引上げや給付水準の調整を求めることとする場合、世代

間の公平の観点から、現在の年金受給者に対しても、一定の給付水準の調整

を求めていくことが必要との意見も多い。 
 
《考えられる具体的な方法》 
○  その場合の具体的な方法としては、年金受給者の生活の安定を考慮すれば、

一人当たり賃金や物価が下落する場合を除き、年金の名目水準を維持しつつ、

時間をかけて給付水準の調整を行うことが考えられる。例えば、次の方法が考え

られる。 
・  将来世代の給付水準に影響する新規裁定時の年金改定率（スライド率）を

調整して給付水準調整を行う場合には、給付と負担の見直しに関する試算

（名目年金額下限型）でも既に示したように、一人当たり賃金や物価が下落

する場合を除き、名目年金額は下げないという考え方に立って、裁定後の年

金に関する物価スライド率についても、少なくとも新規裁定時と同様の調整

を行う。 
また、物価の下落時にはそれに応じて物価スライドさせる。 

 
《年金課税の見直し》 
○  世代間の公平や高齢世代内の公平の視点に立って公的年金に対する課税

（公的年金等控除）を見直すべきではないかという意見が多い。 
 
○  年金課税を見直した場合には、現在の年金受給者も対象として給付水準を調

整するのと同様の効果が結果として生ずる。この場合、高額年金受給者や他の

所得を有する者にとって、より大きな効果が生じ得る。 
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○  また、これにより得られる財源を、世代間扶養を基本として運営されている年金

制度の趣旨にかんがみ、年金制度に還元することが考えられる。 
 
《今後の国民的な議論の下に適切な結論》 
○  いずれにしても、現在受給している年金の取扱いについては、年金課税に関

する上記の議論を含め、公的年金制度の給付と負担の在り方全体に関する今

後の議論の中で、適切な結論を得ることとする。 
 

（２－７） 企業年金、確定拠出年金等の拡充、育成 
 

《公的年金を補完する企業年金、確定拠出年金の拡充、育成》 
○  高齢期の生活の基本部分を支えるものは公的年金であるが、高齢期の生活は

個人によって様々であり、私的年金は、公的年金を補完して多様化した老後生

活のニーズに対応する役割を持つ。このような公私それぞれの役割を踏まえ、

公的年金を土台として、両者を組み合わせて老後の収入を確保することが適当

である。 

 

○  また、公的年金の給付の調整が今後図られる場合には、企業年金や確定拠

出年金（いわゆる日本版４０１ｋ）等の一層の拡充、育成が求められ、税制による

優遇策を拡充していくことが必要である。 

 

○  このような考え方の下で、平成１６年の年金改革では、公的年金制度の改革と

ともに、企業年金制度や確定拠出年金制度等の改善を図っていく。 
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（３） 給付と負担の関係が分かりやすい年金制度 
 

《将来の年金給付を実感できる分かりやすい仕組みや運営の必要性》 
○  現役世代、特に若い世代の年金制度に対する理解と信頼を高めるため、将来

の年金給付を実感できる分かりやすい仕組みや運営が必要である。 
 

《年金個人情報提供に向けた現在の取組》 
○  このため、年金個人情報を提供する体制を整備し、社会保険事務所において

年金見込額に関する情報提供を行う対象者の範囲を５８歳以上から５０歳以上

に引き下げるなど、被保険者サービスの充実に向けた施策を推進していくことと

している。 
 

年金個人情報提供に向けた当面の取組 
 

①  社会保険事務所における年金見込額試算対象年齢の引き下げ 
 社会保険事務所における年金相談に際し、具体的な年金見込額に関し情報提供

を行う対象者の範囲を５８歳以上から５０歳以上に引き下げる。（平成１５年度から段

階的に実施予定） 
②  被保険者記録の事前通知と年金見込額の提供 

 年金受給が近づいた５８歳到達者に対し、被保険者記録を直接本人宛に通知す

るとともに、希望する者に対しては、年金見込額を別途通知する。（平成１５年度実

施予定） 
③  インターネット等を利用した年金個人情報の提供 

 個人認証に基づき、インターネットを通じた照会を可能とし、被保険者記録、一定

年齢以上の者の年金見込額等の情報を提供できるようにする。（平成１６年度実施

予定）また、本人確認手段を講じることにより、個人記録に基づく具体的な年金相談

に電話で対応できるようにする。（平成１５年度から順次実施予定） 
 

 
《ポイント制の導入と年金個人情報の通知》 
○  このような取組に加えて、ドイツが行っているポイント制のように、被保険者個々

人の保険料納付実績を年ごとに点数（ポイント）化することにより、自らの拠出実

績が確認できるとともに、被保険者にとって将来受給する年金が着実に増加す

ることが実感できる仕組みを整備していく。 
 

○  また、年金ポイント数や将来受給する年金見込額等の年金個人情報を、定期

的に被保険者に対して情報提供（通知）していく仕組みを導入する。 
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《ポイント制の具体例》 
○  年金額の算定式を、給付水準を変えずに、例えば、次のように変更する。 

 
 現行の給付算定式 ポイント制 

基礎年金 

（年額） 

804,200(円)×保険料納付済

月数等÷加入可能月数（480

月） 

 

※ 基礎年金満額は、月額 

67,000 円 

基礎年金ポイント×単価 

 

・  ポイントは、納付１年で１ポイント（40 年

間の保険料納付で 40 ポイント） 

・  単価＝804,200(円)／40(年)＝20,105 円

（月当たり 1,676 円） 

 

報 酬 比 例 年

金 

（年額） 

平均標準報酬月額（賃金再評

価後）×7.125/1000×加入月

数 

 

※ 40 年加入の標準的な報酬

比例年金 

359,660( 円 ) × 7.125/1000 ×

480(月)＝1,230,037(円) （月

額 102,500 円） 

報酬比例年金ポイント×単価 

 

・  ポイント＝年ごとの納付実績（ある年度

の当該被保険者の賃金／当該年度の被

用者年金の全被保険者の平均賃金）を

累計 

・  被用者年金の全被保険者の平均的な

報酬を有する者が１年保険料を納付する

と１ポイント（40 年間、全被保険者の平均

賃金の場合、40 ポイント） 

・  単 価 ＝ 1,230,037( 円 ) ／ 40( 年 ) ＝

30,751 円（月当たり 2,563 円） 

 

 

 

保 険 料 納 付 １年 で 1ポ イ ン ト

（40年 間 の 保 険 料 納 付 で 40ポ イ ン ト）

ポ イ ン ト制 の イ メー ジポ イ ン ト制 の イ メー ジ

年 金 額 　＝ 基 礎 年 金 ﾎﾟｲﾝﾄ　× 　単 価 （年 金 現 在 価 値 ）

毎 年 の そ の 人 の 賃 金 を そ の 年 の 被 用

者 全 体 の 平 均 賃 金 で 割 っ て 点 数 化

○ ４０ポ イ ン ト獲 得 し た 場 合 に 標 準 的

な 年 金 額 を 受 給 で き る よ うに 設 定

○ 単 価 ＝ 1,230,037(円 )(ﾓﾃﾞﾙ年 金

相 当 額 )/40(年 )＝ 30,751(円 )
（月 当 た り 2,562.6円 ）

○ 単 価 (年 金 現 在 価 値 )は 、賃 金 等 の

上 昇 に 応 じて 改 定

年 金 額 　＝ 報 酬 比 例 年 金 ﾎﾟｲﾝﾄ × 単 価 （年 金 現 在 価 値 ）

例 え ば 、平 均 的 な 給 与 で １年 間 保 険 料 を 納 め た
場 合 を １ポ イン トとす る と、標 準 的 な 労 働 者 は 、40
年 間 の 勤 務 で 累 積 40ポ イン トとな る 。

（１）基 礎 年 金

（２）報 酬 比 例 年 金

○ 単 価 ＝ ８０４ ,２００ (円 )(基 礎 年 金

満 額 )/40(年 )＝ 20,105(円 ) 
(月 当 た り 1,676円 ）

○ 単 価 (年 金 現 在 価 値 )は 、国 民 生 活
の 動 向 等 を 踏 ま え て 政 策 改 定
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《ポイント制の意義》 
○  ポイント制については、現在の仕組みと比べて、次のような意義がある。 

①  保険料納付に伴いポイントが増加していくので、自らの拠出実績が確認

できるとともに、将来受給する年金権が着実に増加することが実感できる。 

 

②  例えば、上記の具体例であれば、基礎年金満額やモデル世帯の報酬比

例年金を受給するためには、基礎年金ポイント、報酬比例年金ポイントが

40 ポイント必要となるが、このような標準的な年金水準に必要となる年金ポ

イント数と比較することにより、自らの年金権が現在どの程度の位置にある

かが分かるので、老後の生活設計がしやすい。 

 

③  加入者からみて、年金額の算定式が分かりやすい。 

 
《年金個人情報の提供（通知）の具体例》 

 
○  全被保険者を対象として、定期的に（例：１年ごと）年金情報を提供（通知）

する仕組みを導入する。 
・  一定年齢（例：２５歳以上）の被保険者を対象とすることも考えられる。 
・  段階的に通知対象者を拡大。 
・  一定年齢ごとに通知の頻度を変えることも考えられる（例：４０歳以上の

者は毎年、４０歳未満の者は２年に１回）。 
 

○  年金ポイント（直前１年間の実績及び累計総ポイント数）、現在の年金加入

期間、年金見込額等を通知する。 
・  年金見込額として具体的に何を通知するかは、今後具体的に検討。 

（例） 
◇  現在障害になったと仮定した場合の障害年金額 
◇  過去のトレンドに沿って今後も年金ポイントが増加していくと仮定し

た場合の老齢年金見込額 
◇  現在までに獲得した年金ポイントにより将来受給することができる老

齢年金見込額 
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《概念上の拠出建て方式は、将来、最終的な保険料水準に到達したときに、導入

の可否について検討》 
○  なお、給付と負担の関係が分かりやすい年金制度としては、スウェーデン改革

で取り入れられた「概念上の拠出建て」という方式もある。 
 

○  概念上の拠出建て方式は、名目賃金上昇率（実績値）を運用利回りとみなし、

拠出された保険料が運用されると擬制して計算上の年金原資を計算し、これを６

５歳時の同一コーホートの平均余命を基とした数値で除すことにより、年金額を

算定する方式である。 
 

○  この方式は、年金額の計算方式を自らの拠出した保険料総額が運用されて戻

ってくるかのように擬制するので、拠出実績が確認できるとともに、将来受給する

年金額が分かりやすくなり、保険料負担の納得が得られやすくなるという長所を

有している。 
 

○  しかしながら、段階保険料方式を採用し、現在、保険料（率）の引上げ途上に

ある我が国公的年金制度においては、現段階で概念上の拠出建て方式を採用

すれば、適用される保険料（率）がコーホートによって変わり、納付する保険料総

額及びそれに基づく年金原資の規模が前のコーホートほど小さいものとなるの

で、世代間で給付水準に格差が生じることになる。 
 

○  また、概念上の拠出建て方式では、納付する保険料総額に基づいて年金額

が決定されることから、公的年金制度における所得再分配機能が弱まることにも

留意が必要である。さらに、スウェーデンと我が国では、高齢化のスピードや高

齢化率のピークが異なることから、賦課方式の下での概念上の拠出建て方式が

我が国でも実現するかどうかについては、慎重な検討が必要である。 
 

○  したがって、概念上の拠出建て方式については、将来、最終的な保険料水準

に到達した時点での導入の可能性について、上記に掲げた論点等を踏まえ、引

き続き検討すべきものと考える。 
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（４） 少子化、女性の社会進出、就業形態の変化に対する対応 
 

（４－１） 公的年金制度における次世代育成支援策 
 

《少子・高齢化の進行と総合的な次世代育成支援策の取組》 
○  我が国で進行している少子・高齢化は、欧米主要国と比較しても、程度とその

進行スピードが著しく、将来の我が国の社会経済全体に大きな影響を及ぼすこ

とが予想される。このような国際的にも著しい程度の少子化の進行が継続すると

いう見通しを前に、職場や地域などを含めた社会全体や政府をあげて、従来に

も増して本格的に次世代育成支援策に取り組むことが必要である。 
 

《公的年金制度における次世代育成支援策》 
○  このように少子化に対して総合的な次世代育成支援対策が講じられようとして

いる中で、公的年金制度においてもその一環として次世代育成支援に向けた対

応をどのように考えていくかが課題となる。 
 

○  これについては、公的年金制度において次世代育成支援を行うことに肯定的

な見解がある。その理由としては、①公的年金制度にとって将来の高齢者世代

を支える現役世代となる次世代を育成することは本質的に重要な課題であると

いう考えや、②単に育児支援を果たす者への配慮という視点だけでなく、世代を

超えた支え合いである公的年金制度において、次世代の育成に対して社会（加

入者）全体で支援し、子育てについて公的年金制度を中立的な仕組みとする考

え、③さらに、今後、一層高くなる保険料を負担しながら次世代を育成する現役

世代の理解を得るため、次世代育成支援という形で負担の還元を行うことも有効

という考え方等が挙げられる。 
これに対して、公的年金制度は老後の所得保障を行うために運営されている

ものであり、趣旨の異なる次世代育成支援は保育サービスの充実等の子育て環

境の整備で考えるべきではないかといった否定的な見解もある。 
 

○  現在、公的年金制度においても、育児休業期間に対して一定の配慮措置を講

じるという形で次世代を育成する者への支援が行われているが、公的年金制度

における次世代育成支援をさらに拡充すべきという考え方からは、下記のような

方法が考えられる。 
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① 育児期間に対する配慮措置の拡充 
現在の育児休業期間に対する配慮措置を拡充し、多様な働き方の実

現を図ることと併せて、育児期間において収入が下がり又はなくなる場合

に、将来の年金額計算において配慮を行うことなどについて検討する。 
この場合、次のような点が論点となる。 

・  現在の配慮措置は第２号被保険者のうち育児休業取得者のみを

対象としているが、第２号被保険者として育児期間も働き続けている

者、第１号被保険者、さらには育児を理由として離職し第３号被保険

者となった者等も対象とするかどうか 
・  配慮措置の具体的内容として、報酬比例年金について、年金額算

定上の賃金の配慮や加入期間の加算といった措置を講じるかどうか 
・  第１号被保険者に対して配慮措置を採ろうとする場合、基礎年金

の給付で配慮を行うことはできないが、保険料負担の面で配慮を行う

かどうか 
 

② 年金資金を活用した次世代育成支援策の検討 
 教育に伴う経済的負担の問題が少子化の背景にあると指摘されているこ

とを踏まえ、学生が安心して学べるよう育英奨学金を充実させることと併せ

て、若者自身が資金を借りて就学し、社会の「支え手」となることを社会全体

で支援するとともに、若者が公的年金を身近に感じられるよう、年金資金を

活用した貸付制度も含めて新たな貸付制度についても検討する。 
 

○  いずれにしても、平成１６年の年金改革では、少子・高齢化の急速な進行とそ

の克服に向けた政策努力を年金制度においてどのように受け止めて年金改革

を考えていくかについて、幅広い観点に立って十分に検討していくとともに、公

的年金制度における次世代育成支援についても、その財源の在り方を含めて、

今後、さらに議論を深め、適切な結論を得ることとする。 
 

（４－２） 支え手を増やす取組 
 

《支え手を増やす取組の意義》 
○  今後、急速な少子・高齢化の進行が見込まれる中で、我が国経済社会を活力

あるものとしていくためには、社会の支え手を増やすことが重要な課題である。 
 
○  また、雇用の流動化など、就業形態を含めて個人の生き方が多様化する中

で、働く意欲を持つ者が多様な形で働き、その能力を発揮できる社会を構築し

ていくことが必要であり、このためには社会保障制度や雇用を含む社会・経済制
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度全体を改革していくことが、強く求められている。 
 

○  年金制度においても、女性や高齢者等の支え手を増やすことは、支え手自身

の年金保障の充実につながるとともに、少子高齢社会においても安定的な制度

運営を行っていく上で重要である。 
 
○  また、就労抑制的な仕組みについては見直しを進め、個人にとって多様な選

択が可能となる制度としていくことが必要である。 
 

○  さらに、女性や高齢者等の支え手を増やす取組に当たっては、高齢者雇用の

推進、短時間労働者の能力の有効発揮、さらには多様就労型ワークシェアリン

グなど雇用政策面での取組との連携が重要である。 
 
《多様な働き方への対応－短時間労働者等に対する厚生年金の適用》 
○  就労形態の多様化に伴い、厚生年金の適用のなかった者に対して年金保障

が充実されるようにするとともに、年金制度の支え手を増やす観点から、短時間

労働者等に対する厚生年金の適用を行う方向で検討する。 
 

○  また、短時間労働者等に対する厚生年金の適用は、多様な働き方にふさわし

い年金保障の充実を通じて、その処遇・労働条件の改善を図る上での基盤整備

にも資する。 
 

○  短時間労働者等に対する厚生年金の適用に当たって、具体的な給付と負担

の在り方をどのようにするかについては、下記に掲げる論点等について、今後更

に検討を続ける。 
①  新たに厚生年金が適用される者に関する給付と負担の在り方について、ど

のように考えるか。また、新たな保険料負担が生ずることについて、理解が得

られるか。 
②  短時間労働者等に対して厚生年金の適用を拡大することにより、賃金の低

い被保険者が増加することになるが、このことが年金財政に対してどのような

影響を与えるか。 
③  短時間労働者等について、医療保険における取扱いをどう考えるか。 
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《高齢者の就労促進－在職老齢年金制度の見直しなど》 
○  現在、年金の支給開始年齢が65歳へ段階的に引き上げられる途上にあるが、

高齢者（特に６０歳台前半層）の就労を促進していく観点から、現行の在職老齢

年金の見直しや、就労（賃金、働き方等）に対してできる限り中立的となる新たな

仕組み等について、検討する。例えば、６０歳台前半の年金受給者が就労する

場合には、年金を６５歳以降に繰り下げて受給することを選択できる仕組みなど

が考えられる。 

 

《年金改革と次世代育成支援策、雇用対策の総合的な推進》 
○  雇用対策は、働き方の見直し等を通じて次世代育成の支援となるとともに、女

性や高齢者等の支え手を増やすことを通じて、女性の年金の充実とともに年金

制度の安定化にもつながる。また、次世代育成支援策は、将来の勤労世代を確

保するとともに、年金制度の将来の支え手を増やすこととなる。 
 

○  このように、平成１６年の年金改革と少子化対策、雇用対策は総合的に推進し

ていくことが必要であり、これらを一体的に進めていく。 
 
（４－３） 女性と年金 
 
《女性と年金》 
○  女性の社会進出、家族や就業の形態の多様化等が進み、年金制度が女性の

ライフスタイルの多様化に対応しきれなくなっている。このため、「女性のライフス

タイルの変化等に対応した年金の在り方に関する検討会」では、「女性自身の貢

献がみのる年金制度」を目指して、個人の多様な選択に対して中立的な制度を

構築するとともに、年金の支え手を増やし、併せて女性に対する年金保障の充

実を図るという視点から、第３号被保険者制度等の年金制度設計上検討してい

くべき具体的な課題について、その考え方や論点をとりまとめたところである。 
 

○  今後、この検討会報告書を踏まえつつ、さらに幅広い議論を重ね、国民的合

意が形成され、適切な結論が見出されたものについては、平成１６年の年金改

革に盛り込む。 
 
《第３号被保険者制度の在り方－検討会における６つの見直し案》 
○  第３号被保険者制度については、上述の検討会の報告書において、「社会保

障制度としての年金制度の基本に関わる大きな問題である。・・・必要な改革が
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行われることを強く望む。」とされ、第３号被保険者制度の見直しに関して６つの

案に整理し、それぞれの提案の利点及び論点について、踏み込んだ議論が行

われた。 
 
案 第３号被保険者に関する保険料負担の考え方 

現行 【第３号被保険者に係る保険料負担を負担能力に応じて負担―夫―定率負担】 

通常は所得のない第３号被保険者に独自の保険料負担を求めることとせず、第３

号被保険者に係る拠出金負担は、夫の加入する被用者年金制度全体で定率負担

するもの。 

 

第Ⅰ案 【第３号被保険者に係る保険料負担を負担能力に応じて負担―妻―定率負担】 

潜在的な持分権の具体化による賃金分割を行った上で、妻自身にも分割された賃

金に対して定率の保険料負担を求めるという仕組み。 

個人で負担し個人で給付を受けるという考え方を、応能負担の仕組みを維持しな

がら貫くことができ、片働き、共働きを通じて、夫と妻それぞれに給付と負担の連動が

明確となる。また、報酬比例部分も含め、離婚した場合の年金給付の在り方が明確と

なる。 

 

第Ⅱ案 【第３号被保険者に係る保険料負担を受益に着目して負担―妻―定額負担】 

第２号被保険者の定率保険料は第３号被保険者の基礎年金に係る拠出金負担分

を除いて設定し、それとは別に、第３号被保険者たる妻自身に、第１号被保険者と同

額（現在 13,300 円）の保険料負担を求めるという仕組み。 

第３号被保険者も含めて個々人全員が受益に着目した負担という考え方から保険

料負担を行うことにより、第３号被保険者に係る保険料負担についての不公平感を解

消できる。 

 

第Ⅲ案 【第３号被保険者に係る保険料負担を受益に着目して負担―夫―定額負担】 

第２号被保険者の定率保険料は第３号被保険者の基礎年金に係る拠出金負担分

を除いて設定し、第３号被保険者のいる世帯の夫には、それに第１号被保険者の保

険料と同額（13,300 円）を加算した保険料負担を求めるという仕組み。 

所得のある者から保険料負担を求めるという考え方を貫きつつ、受益に着目した

負担という考え方を導入することにより、第３号被保険者に係る保険料負担について

の不公平感を解消できる。 

 

第Ⅳ案 【第３号被保険者に係る保険料負担を受益に着目して負担―夫―定率負担】 

まず第２号被保険者の定率保険料を第３号被保険者の基礎年金に係る拠出金負

担分を除いて設定し、第３号被保険者のいる世帯の夫には、それに第３号被保険者

に係る拠出金負担に要する費用を第３号被保険者のいる世帯の夫の賃金総額で割

った率を加算した保険料負担を求めるという仕組み。 

被用者の保険料負担に係る応能負担の考え方を貫きつつ、第３号被保険者につ

いて世帯単位での受益に着目した負担という考え方を導入することにより、第３号被

保険者に係る保険料負担についての不公平感を解消できる。 
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第Ⅴ案 【第３号被保険者に係る保険料負担をより徹底した形で負担能力に応じて負担―夫

―定率負担】 

夫の賃金が高くなると専業主婦世帯の割合が高まることに着目し、高賃金者につ

いて、標準報酬上限を引き上げて、保険料の追加負担を求めるという仕組み。 

片働き世帯が相対的に高賃金であることに着目して、高賃金者の保険料負担を引

き上げることにより、実質的に第３号被保険者に係る保険料負担についての不公平

感を縮減できる。 

 

第Ⅵ案 第３号被保険者を、育児・介護期間中の被扶養配偶者に限るという仕組み（その

余の期間については、他案のいずれかの方法で保険料負担を求める。）。 

第３号被保険者としてのメリットを受けられる期間を育児等の活動を行っている期

間に限定することにより、第３号被保険者に係る保険料負担についての不公平感を

縮減できる。 

 

注： 上記表では、便宜上、第２号被保険者＝夫、第３号被保険者＝妻として記載している。 

 
○  これら６つの見直し案の考え方等を踏まえ、第３号被保険者制度の見直しに向

け、以下の４つの案に整理した。今後、これらをもとに、さらに議論を深め、適切

な結論を得ることとする。 
 

《夫婦間の年金権分割案（方法Ⅰ）》 
○  上記第Ⅰ案は、様々な生活実態に応じて必要な保障を行う公的年金の機能を

確保しつつ、個人の単位での給付と負担の関係を完結するため、賃金分割とい

う仕組みを取り入れる考え方である。 
 

○  しかしながら、潜在的な持分権の具体化による賃金分割という仕組みは、現

在、我が国の税制、労働法制等の社会制度に組み込まれていない。こうした中

で、現段階で年金制度が先行して採用することには、慎重な判断が求められ

る。また、雇用関係のない第３号被保険者について、事業主負担を求めること

や、事業主を経由した保険料の特別徴収（いわゆる天引き徴収）は困難と考えら

れる。さらに、医療保険について同様に見直すのかという問題もある。 
 

○  このような論点を踏まえつつ、第Ⅰ案の考え方を生かすとすれば、保険料負担

については、従来どおり、第２号被保険者が勤務する事業所を通じて、その報

酬額に応じた保険料を納付することとする一方、年金給付算定上、世帯賃金が

分割されたものとして評価するという仕組みも考えられる。いわば、夫婦の間で

の年金権の分割を行うことにより、同一世帯内において、個人がそれぞれ負担を

行い、給付を受けると擬制する考え方である。 
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《負担調整案（方法Ⅱ）》 
○  上記第Ⅱ案、第Ⅲ案及び第Ⅳ案は、第３号被保険者に関して、基礎年金とい

う受益に着目した何らかの保険料負担を求める考え方である。 
 

○  第Ⅱ案及び第Ⅲ案のように、基礎年金について受益に応じた負担を求めると

いう考え方を徹底させるとすれば、第３号被保険者だけではなく、第２号被保険

者についても、基礎年金に関して国民年金保険料と同等の定額負担を求めるこ

ととなる。しかしながら、そうした場合、現在やむを得ず第１号被保険者に対して

採られている定額保険料の仕組みを一般化し、定額保険料の負担上昇に伴う

問題を一層拡大することとなる。 
 

○  この考え方を修正しつつ生かすとすれば、基礎年金に関する負担のすべてを

受益に応じた負担とするのではなく、被用者グループにおいて、応能負担（定率

保険料）と応益負担（定額保険料）を組み合わせる（＝負担の一部を受益に応じ

た負担とする）ことが考えられる。（方法Ⅱ－１） 
 

○  また、第Ⅳ案のように、第３号被保険者に関する保険料負担を、被用者グルー

プ全体ではなく、第３号被保険者を抱える第２号被保険者の間で定率負担によ

り求めるという考え方もある。（方法Ⅱ－２） 
 

《給付調整案（方法Ⅲ）》 
○  女性と年金検討会では十分に検討されていないが、第３号被保険者に関して、

保険料負担を求めないが、基礎年金給付を減額するという方法も考えられる。 
 

○  この場合、第３号被保険者に関する基礎年金給付の在り方としては、例えば、

次のような仕組みが考えられる。 
①   国民年金の免除者と同様の取扱いとし、給付は国庫負担部分に限る。こ

の場合、国民年金の免除者と同様の扱いをすることについて合意が可能か

等の問題がある。（方法Ⅲ－１） 
②   現行制度では、被用者年金の被保険者全体の保険料拠出により、第３号

被保険者に関する保険料負担全額を賄っているが、これを保険料負担の一

部分に限ることにより、給付についても一部とする。（例えば、国民年金の半

額免除者と同様の扱いとする。）（方法Ⅲ－２） 
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《第３号被保険者縮小案（方法Ⅳ）》 
○  現実に約１，０００万人の第３号被保険者が存在していること等を踏まえ、当

面、現行の第３号被保険者制度を維持しつつ、短時間労働者等に対する厚生

年金の適用及びそれに伴う被扶養配偶者認定基準の見直しにより、その対象

者を縮小していくという仕組みが考えられる。 
 
○  この場合、片働き世帯が共働き世帯よりも相対的に高賃金であることに着目し

て、標準報酬上限を引き上げて保険料の追加負担を求める一方、現行の標準

報酬の上限を超える部分は給付に反映されない仕組みとし（女性と年金検討会

の上記第Ⅴ案）、実質的に第３号被保険者に関する保険料負担についての不

公平感を縮減することも考えられる。 
 

《育児期間等に関する取扱い》 
○  なお、第３号被保険者を育児・介護期間中の被扶養配偶者に限るという考え

方（女性と年金検討会の上記第Ⅵ案）については、前述の年金制度における次

世代育成支援策の在り方と併せて検討する。 
 
《４つの案の仕組みの概略、主な論点の整理》 
○  以上の４つの案に関して、現時点で考えられる仕組みの概略や主な論点を整

理すると、以下のとおりである。 
 
１ 夫婦間の年金権分割案 （方法Ⅰ） 

 

《考え方》 

様々な生活実態に応じて必要な保障を行う公的年金の機能を確保しつつ、年

金給付算定上、世帯の賃金が分割されたものとして評価することにより、夫婦の間

で年金権の分割を行い、同一世帯内において個人はそれぞれ負担を行い、給付

を受けると擬制する考え方。 

 

《仕組みの概略》 

○  第２号被保険者と第３号被保険者の夫婦において、保険料負担は、従来ど

おり、第２号被保険者が勤務する事業所を通じて、その標準報酬に応じた保

険料を納付する。 

○  年金給付については、第２号被保険者の標準報酬が第３号被保険者との
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間で分割されたものとして評価する。この場合、第３号被保険者は、基礎年

金に加えて、報酬比例年金を有する。 

 

 

《考えられる主な論点》 

①  障害厚生年金や遺族厚生年金を含め、第２号被保険者の年金権が減少す

ることとなるが、これについてどう考えるか。 

夫婦間の年金権分割案（方法Ⅰ）

Ａ1（報酬39(うち賞与9)）

年　金　15.25 6.70

8.55
6.70 6.70

［現行］

本人分　　2.65

事業主分　2.65
0
0

保険料　　5.30 0　5.30

2.65

2.65

21.95

Ａ1（報酬39(うち賞与9)）
　　→19.5

年　金　10.98 10.98

4.28
6.70 6.70

本人分　　2.65

事業主分　2.65
0
0

保険料　　5.30 0　
5.30

2.65

2.65

21.95

B1 （報酬なし） B1（報酬なし）　
　→19.5

4.28

(注1)   報酬は、月給12か月分：年収＝1：1.3として賞与込みの総報酬を月額に換算した値。
(注2)　年金額は加入期間４０年として計算。

（単位：万円）［方法Ⅰ］

（
共
働
き
世
帯
）

Ａ1（報酬26(うち賞与6)）

年　金　 12.40 9.55

5.70
6.70 6.70

本人分　　1.77

事業主分　1.77

0.88

0.88

保険料　　3.53 1.77　5.30

2.65

2.65

21.95

B1 (報酬13(うち賞与3)）

2.85

Ａ1（報酬26(うち賞与6)）

年　金　 12.40 9.55

5.70
6.70 6.70

本人分　　1.77

事業主分　1.77

0.88

0.88

保険料　　3.53 1.77　5.30

2.65

2.65

21.95

B1 (報酬13(うち賞与3)）

2.85

（
片
働
き
世
帯
）

②  支え手を増やすという平成１６年の年金改革の基本的方向性との関係につ

いて、どう考えるか。 

③  女性と年金問題のうち、離婚時の年金分割は別途検討すべき課題である

が、年金権の分割の考え方を、離婚時だけではなく、婚姻期間中にも及ぼす

ことについて、どう考えるか。また、第２号被保険者と第３号被保険者の夫婦

以外の夫婦に対しても、年金権の分割の仕組みを整備するかどうか。 

④  財産権である年金受給権保護の観点からは、被用者とその被扶養配偶者

に対して夫婦間の年金権分割の仕組みを強制することは困難ではないかとも

考えられる。この場合、選択的な仕組みとすることが必要であるが、夫婦間の

年金権分割を選択しない場合の取扱いについて、どう考えるか。 
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２ 負担調整案 （方法Ⅱ） 

 

《考え方》 

第３号被保険者に対し、基礎年金という受益に着目した何らかの保険料負担

を求める考え方。具体的には、２つの仕組みが考えられる。 
 

（１） 方法Ⅱ－１ 

《仕組みの概略》 

○  基礎年金に関する負担について、被用者グループにおいて、応能負担（定

率保険料）と応益負担（定額保険料）を組み合わせる。（負担の一部を受益

に応じた負担とする。） 

○  例えば、第２号及び第３号被保険者に対して一律に国民年金保険料の半

額（現在は、１３，３００円／２＝６，６５０円）に相当する定額保険料の負担を

求め、残りの費用については第２号被保険者の間で定率で負担する。 

 

 

《考えられる主な論点》 

①  受益に着目した負担を求める考え方を導入することについて、どう考える

か。 

負担調整案（方法Ⅱー１）

(注1)   報酬は、月給12か月分：年収＝1：1.3として賞与込みの総報酬を月額に換算した値。
(注2)　年金額は加入期間４０年として計算。
(注3)　定率負担の保険料は、11.58%として試算。

（単位：万円）

Ａ1（報酬39(うち賞与9)）

年　金　15.25 6.70

8.55
6.70 6.70

本人分　　2.65

事業主分　2.65
0
0

保険料　　5.30 0　5.30

2.65

2.65

21.95

B1 （報酬なし） Ａ1（報酬39(うち賞与9)）

年　金　15.25 6.70

8.55
6.70 6.70

本人分　　3.59

事業主分　2.26
0
0

保険料 0.665×2+4.52 0　5.85

3.59

2.26

21.95

B1 （報酬なし）

Ａ1（報酬26(うち賞与6)）

年　金　 12.40 9.55

5.70
6.70 6.70

本人分　　1.77

事業主分　1.77

0.88

0.88

保険料　　3.53 1.77　5.30

2.65

2.65

21.95

B1 (報酬13(うち賞与3)）

2.85

Ａ1（報酬26(うち賞与6)）

年　金　 12.40 9.55

5.70
6.70 6.70

本人分　　2.17

事業主分　1.51

1.42

0.75

5.85

3.59

2.26

21.95

B1 (報酬13(うち賞与3)）

2.85

保険料 　0.665+3.01             　　 0.665+1.51

［方法Ⅱ－１］［現行］

（
片
働
き
世
帯
）

（
共
働
き
世
帯
）
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②  現在やむを得ず第１号被保険者に対して採られている定額保険料の仕組

みを被用者グループにも一部及ぼすことにより、定額保険料の負担上昇に伴

う問題が被用者グループにも及ぶことについて、どう考えるか。 

③  国民年金保険料の半額に相当する定額保険料を第２号及び第３号被保険

者に対して求めることについて、第１号被保険者との公平性の観点を含め、ど

う考えるか。 

④   医療保険についても同様に見直しして、被扶養配偶者の受益に着目した

保険料負担を求めることとするかどうか。 

 

（２） 方法Ⅱ―２ 

《仕組みの概略》 

○  まず第２号被保険者の定率保険料を第３号被保険者の基礎年金に関する

拠出金負担分を除いて設定する。 

○  第３号被保険者に関する拠出金負担に要する費用を、第３号被保険者を

抱える第２号被保険者の間で定率で負担する。 

負担調整案（方法Ⅱー２）

(注1)   報酬は、月給12か月分：年収＝1：1.3として賞与込みの総報酬を月額に換算した値。
(注2)　年金額は加入期間４０年として計算。
(注3)   保険料は、第２回女性と年金検討会資料で示した試算（保険料率＝３号のいる世帯19.3%、それ以外の世帯16%)を総

報酬ベースで換算した値(15.1%、12.5%)による。

（単位：万円）

Ａ1（報酬39(うち賞与9)）

年　金　15.25 6.70

8.55
6.70 6.70

本人分　　2.65

事業主分　2.65
0
0

保険料　　5.30 0　5.30

2.65

2.65

21.95

B1 （報酬なし） Ａ1（報酬39(うち賞与9)）

年　金　15.25 6.70

8.55
6.70 6.70

本人分　　2.94

事業主分　2.94
0
0

保険料　　5.88 0　5.88

2.94

2.94

21.95

B1 （報酬なし）

Ａ1（報酬26(うち賞与6)）

年　金　 12.40 9.55

5.70
6.70 6.70

本人分　　1.77

事業主分　1.77

0.88

0.88

保険料　　3.53 1.77　5.30

2.65

2.65

21.95

B1 (報酬13(うち賞与3)）

2.85

Ａ1（報酬26(うち賞与6)）

年　金　 12.40 9.55

5.70
6.70 6.70

本人分　　1.63

事業主分　1.63

0.82

0.82

保険料　　3.26 1.63　4.89

2.45

2.45

21.95

B1 (報酬13(うち賞与3)）

2.85

［方法Ⅱ－２］［現行］

（
片
働
き
世
帯
）

（
共
働
き
世
帯
）
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《考えられる主な論点》 

①  受益に着目した負担を求める考え方を導入することについて、どう考える

か。また、受益に応じた負担であるにもかかわらず、第３号被保険者を抱える

第２号被保険者の中で、報酬の高い者の方が大きい負担を負うことについ

て、どう考えるか。 

②  片働き世帯の第２号被保険者に課される保険料率が、共働き世帯の夫と妻

に課されるものよりも高くなることについて、事業主の理解が得られるか。ま

た、雇用行動に何らかの影響を及ぼす可能性はないか。 

③  世帯として同一の給与収入がある場合、年金給付の太宗を占める老齢年金

に関して、世帯としての給付が同一であるにもかかわらず、片働き世帯の方が

共働き世帯よりも負担が重くなるというアンバランスについて、どう考えるか。 

④  被用者間での違いは、第３号被保険者の有無だけではなく、例えば性別の

違い（平均的には、女性の方が給付期間が長い。）や子供の有無（次世代育

成の負担を年金制度としては考慮していない。）のように様々なものがある中

で、第３号被保険者の有無に着目して保険料率に差を設けることについて、

どう考えるか。社会保険制度の下で国民が共有すべき社会的なリスクをどう考

えるか。 

⑤  医療保険についても同様に見直しして、被扶養配偶者の受益に着目した保

険料負担を求めることとするかどうか。 

 

３ 給付調整案 （方法Ⅲ） 

 

《考え方》 

第３号被保険者に対し、保険料負担を求めない代わりに、基礎年金給付を減

額する考え方。具体的には、２つの仕組みが考えられる。 
 

（１） 方法Ⅲ－１ 

《仕組みの概略》 

○  第３号被保険者について国民年金の免除者と同様の取扱いとし、基礎年

金給付は国庫負担部分に限る。 

○  現在であれば、基礎年金給付は１／３となり、基礎年金国庫負担割合の  
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１／２への引上げ後であれば、基礎年金給付は１／２となる。 

○  第３号被保険者が基礎年金の満額給付を得るために、任意の追加納付制

度を設けることも考えられる。 

 

 

《考えられる主な論点》 

①  第３号被保険者期間に関する基礎年金の給付水準が下がることについて、

どう考えるか。 

　　給付調整案（方法Ⅲー１）

(注1)   報酬は、月給12か月分：年収＝1：1.3として賞与込みの総報酬を月額に換算した値。
(注2)　年金額は加入期間４０年として計算。
(注3)　基礎年金国庫負担１／２として計算。

（単位：万円）

Ａ1（報酬39(うち賞与9)）

年　金　15.25 6.70

8.55
6.70 6.70

本人分　　2.65

事業主分　2.65
0
0

保険料　　5.30 0　5.30

2.65

2.65

21.95

B1 （報酬なし） Ａ1（報酬39(うち賞与9)）

年　金　15.25 3.35

8.55
6.70 3.35

本人分　　2.65

事業主分　2.65
0
0

保険料　　5.30 0　5.30

2.65

2.65

18.60

B1 （報酬なし）

［方法Ⅲ－１］

3.35

基礎年金満額に足りない部分は任意
の追加納付（定額）を可能とする

［現行］

Ａ1（報酬26(うち賞与6)）

年　金　 12.40 9.55

5.70
6.70 6.70

本人分　　1.77

事業主分　1.77

0.88

0.88

保険料　　3.53 1.77　5.30

2.65

2.65

21.95

B1 (報酬13(うち賞与3)）

2.85

Ａ1（報酬26(うち賞与6)）

年　金　 12.40 9.55

5.70
6.70 6.70

本人分　　1.77

事業主分　1.77

0.88

0.88

保険料　　3.53 1.77　5.30

2.65

2.65

21.95

B1 (報酬13(うち賞与3)）

2.85

（
片
働
き
世
帯
）

（
共
働
き
世
帯
）

１/２（国庫負担）相当

②  第３号被保険者を国民年金の免除者と同様の扱いとすることについて、どう

考えるか。また、「原則として免除」という被保険者類型を設けることについて、

どう考えるか。 

③  第３号被保険者を国民年金の免除者と同様に取り扱うことから、基礎年金拠

出金単価を算定する際の拠出金算定対象者数から第３号被保険者を除くこと

になるため、結果として基礎年金拠出金単価が高くなる。 

 

（２） 方法Ⅲ－２ 

《仕組みの概略》 

○  現行制度では、被用者年金の被保険者全体の保険料拠出により、第３号

被保険者に関する保険料負担全額を賄っているが、これを保険料負担の一
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部分に限ることにより、基礎年金給付についても一部とする。 

○  この場合、例えば、国民年金の半額免除者と同様の扱いとすると、国庫負

担割合が１／２であれば、基礎年金給付は３／４となる。 

○  方法Ⅲ－１同様、第３号被保険者が基礎年金の満額給付を得るために、任

意の追加納付制度を設けることも考えられる。 

 

 

《考えられる主な論点》 

①  第３号被保険者期間に関する基礎年金の給付水準が下がることについて、

どう考えるか。 

給付調整案（方法Ⅲー２）

(注1)   報酬は、月給12か月分：年収＝1：1.3として賞与込みの総報酬を月額に換算した値。
(注2)　年金額は加入期間４０年として計算。
(注3)　基礎年金は国庫負担１／２として計算。

（単位：万円）

Ａ1（報酬39(うち賞与9)）

年　金　15.25 6.70

8.55
6.70 6.70

本人分　　2.65

事業主分　2.65
0
0

保険料　　5.30 0　5.30

2.65

2.65

21.95

B1 （報酬なし）

Ａ1（報酬26(うち賞与6)）

年　金　 12.40 9.55

5.70
6.70 6.70

本人分　　1.77

事業主分　1.77

0.88

0.88

保険料　　3.53 1.77　5.30

2.65

2.65

21.95

B1 (報酬13(うち賞与3)）

2.85

Ａ1（報酬39(うち賞与9)）

年　金　15.25 5.03

8.55
6.70 5.03

本人分　　2.65

事業主分　2.65
0
0

保険料　　5.30 0　5.30

2.65

2.65

21.28

B1 （報酬なし）

［方法Ⅲ－2］

1.97

１/２（国庫負担）+１/４＝３/４相当

基礎年金満額に足りない部分は任意
の追加納付（定額）を可能とする

［現行］

Ａ1（報酬26(うち賞与6)）

年　金　 12.40 9.55

5.70
6.70 6.70

本人分　　1.77

事業主分　1.77

0.88

0.88

保険料　　3.53 1.77　5.30

2.65

2.65

21.95

B1 (報酬13(うち賞与3)）

2.85

（
片
働
き
世
帯
）

（
共
働
き
世
帯
）

②  被用者年金の被保険者全体の保険料拠出により、第３号被保険者に関す

る保険料負担の一部を賄うという考え方について、どう考えるか。また、第３号

被保険者を国民年金の免除者と同様の扱いとすることについて、どう考える

か。 

③  第３号被保険者を国民年金の半額免除者と同様に取り扱うとすれば、基礎

年金拠出金単価を算定する際の拠出金算定対象者数として、第３号被保険

者を１／２人と評価することになるため、結果として基礎年金拠出金単価が高

くなる。 
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４  第３号被保険者縮小案（方法Ⅳ） 

 

《考え方》 

現実に約１，０００万人の第３号被保険者が存在していること等を踏まえ、当面、

現行の第３号被保険者制度を維持しつつ、その対象者を縮小していく考え方。 

 

《仕組みの概略》 

○  短時間労働者等に対する厚生年金の適用拡大及びそれに伴う被扶養配

偶者認定基準の見直しにより、その対象者を縮小していく。 

○  この場合、片働き世帯が共働き世帯よりも相対的に高賃金であることに着

目して、標準報酬上限を引き上げて保険料の追加負担を求める一方、現行

の標準報酬の上限を超える部分は給付に反映されない仕組みとし、実質的

に第３号被保険者に関する保険料負担についての不公平感を縮減すること

も考えられる。 
 

 

《考えられる主な論点》 

○  第３号被保険者制度として残った者の状況も踏まえて、さらに制度そのもの

保険料賦課ベース　86

（報酬　104）

Ａ1（報酬104(うち賞与24)）
　　→86（62+24）

Ｂ1（報酬 なし ）

年　金　25.55 6.70

18.85

6.70 6.70

本人分　　5.84
事業主分　5.84

0
0

25

Ｂ1（報酬 なし）

保険料　　14.12  0　

事業主分　7.06
本人分　　7.06

年　金　25.55　　　 　　　　

　　

0
0

6.70
18.85

保険料　　11.68 0　

6.70

年　金　　20.95　 15.25 　
　　　　　 　　

14.25
6.70 6.70

本人分　　4.41
事業主分　4.41

2.65
2.65

保険料　　8.83 5.30　

　C1（報酬65 (うち賞与15)） Ｄ1(報酬39（うち賞与9)）

11.68

5.84

5.84

第３号被保険者縮小案（方法Ⅳ）

［方法Ⅳ］ （単位：万円）

14.12

7.06

7.06

Ａ1（報酬104(うち賞与24)）

14.12

7.06

7.06

32.25

8.55

36.20

32.25

6.70

保険料賦課ベース　104

保険料賦課ベース　104

(注3)    報酬は、月給12か月分：年収＝1：1.3
として賞与込みの総報酬を月額に換算し
た値。

(注4)　被保険者期間は、４０年加入として計算。

　現行制度では、世帯全体としての報酬総額が同じであっても、標準報酬の上限を超える部分は、保険料負担及び年金給
付の対象とならないため、下記の例のように、片働き世帯と共働き世帯で保険料賦課ベースが異なる状況が生じうる。

［現行］

（
片
働
き
世
帯
）

（
共
働
き
世
帯
）

が考えられる。

(注1)　第３号被保険者縮小案は、このほか、
　　 短時間労働者等に対する厚生年金の適用

(注2)　標準報酬の上限を引き上げた場合の給
　　　付と負担の設計については、様々な方法
　　　が考え得るが、ここでは、標準報酬の上
　　　限を超える部分について、保険料は同じ
　　　定率の負担を求めるが、給付には反映さ
　　　れないという前提で計算して図示してい

る。
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在り方について、どう考えるか。 
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（５） 国民年金の徴収強化 
 
○  全国民を対象とする国民年金制度において発生している未加入・未納の問

題、特に近年増加傾向にある未納の問題については、長期にわたる安定的な

運営を確保するため、そのための対策が不可欠である。 
 
○  国民年金制度は、全国民が強制的に加入して制度を支えることにより成り立つ

世代間扶養の仕組みであり、その保険料納付は国民の義務である。そして、保

険料の未納の増加は、保険料納付義務を果たしている被保険者１人当たりの基

礎年金拠出金単価の増大という形で、多大な迷惑を及ぼす。 
 
○ このことに関連し、現行の基礎年金拠出金制度について、厚生年金の保険料

負担において拠出金分と報酬比例年金部分とを明確に区分すべきとする指摘

や、未納者・未加入者の分も含めた拠出金負担について問題があるとする指摘

がある。 
 
○  このようなことを踏まえ、制度の意義・役割に関する国民一人一人の理解を深

める一方、未加入・未納者の実態を把握しつつ、保険料を納付しやすい環境整

備、適確な保険料収納のための制度整備を図っていくとともに、その徴収が法

令の規定により担保されているという観点から、徹底した保険料収納対策を講じ

ることにより、長期にわたる安定的な運営を確保していくことが必要である。 
 
（６） 公的年金制度の一元化の推進 
 
○  公的年金制度の一元化については、「被用者年金制度の統一的な枠組みの

形成を図るために、厚生年金保険等との財政単位の一元化も含め、更なる財政

単位の拡大と費用負担の平準化を図るための方策について、被用者年金制度

が成熟化していく２１世紀初頭の間に結論が得られるよう検討を急ぐ（平成１３年

３月１６日閣議決定）。」とされているが、給付と負担の見直しに関する新たな議

論も踏まえて、さらに検討を進める。 
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（７） 総合的な社会保障の在り方と年金改革 
 
○  社会保障全体を考えると、年金だけでなく、医療、介護等他の社会保険料負

担や税負担があり、これらを含めて全体的な負担の在り方を考えることが必要で

ある。したがって、総合的な社会保障の展望の下で、整合性ある年金改革を進

めていくことが必要である。 
 
 
４． 今後の議論 

 
○  今回、ここに示した事項を含め、専門的・技術的検討が必要な重要事項（年金

の財政見通しや資産運用の在り方等）や制度設計上の詳細な事項について

は、今後、社会保障審議会資金運用分科会や年金部会の議論等も踏まえ、順

次議論を進め、適切な結論を得る。  
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